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○
環
境
省
令
第
一
号 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政

令
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四

年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
十
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
二
月
十
六
日 

環
境
大
臣 

西
村 

明
宏 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
総
理
府
令
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
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う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

（
個
体
等
の
登
録
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

令
別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。) 

イ
～
ヨ 

（
略
） 

タ 
Tiliqua adelaidensis

（
ア
デ
レ
ー
ド
ア
オ
ジ
タ
ト
カ
ゲ
） 

レ 
Kinosternon vogti

（
キ
ノ
ス
テ
ル
ノ
ン
・
ヴ
ォ
グ
テ
ィ
） 

四 

（
略
） 

４
～
11 

（
略
） 

（
個
体
等
の
登
録
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

令
別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
（
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。) 

イ
～
ヨ 

（
略
） 

（
新
規
） 

（
新
規
） 

四 

（
略
） 

４
～
11 

（
略
） 
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の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
二
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


